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１ 水道料金のしくみ 

   水道料金は、定額の基本料金と使用した水量ごとの従量料金からなっています。 

 

(1) 基本料金 
    メーター検針や料金徴収の費用など、すべてのお客さまに共通する経費を、使用

水量の多少に関係なく、一律にご負担いただく料金で、水道メーターの口径（大き

さ）ごとに設定しています。 

    

(2) 従量料金 
使用水量に応じてご負担いただく料金で、家事用・業務用などの用途ごとに区分

し、使用水量が多いほど料金単価を高く設定しています。 

   

（水道料金表）［２か月につき（税抜き）］ 

メーター

の口径 
基本料金 

 

 

 

 

 

用途 

従量料金（1 ㎥につき） 

1～ 

20 ㎥ 

21～ 

30 ㎥ 

31～ 

40 ㎥ 

41～ 

80 ㎥ 

81～ 

200 ㎥ 

201～

400 ㎥ 

401 ㎥ 

～ 

13mm 1,520 円 

家 事 用 

5 円 

106 円 

168 円 203 円 229 円 241 円 20mm 1,620 円 

25mm 1,720 円 

40mm 2,300 円 

業 務 用 193 円 228 円 257 円 288 円 316 円 50mm 4,750 円 

75mm 5,850 円 

100mm 7,080 円 

公衆浴場用 62 円 150mm 10,650 円 

200mm 13,760 円 

250mm 20,340 円 
プール用 116 円 

300mm 29,110 円 

注）平成２２年４月 1日から適用。 

  

 

 

 



－２－ 

２ 水道料金の計算方法 

以下の算定式により水道料金を計算します。 
 

水道料金 ＝ （基本料金 ＋ 従量料金） × １．１ 

    

（計算例） 

家事用で 2か月の使用水量が 40㎥、メーターの口径が 20mmの場合の水道料金。 

基本料金 
従量料金 消費税及び地

方消費税加算 
合計 

1～20㎥ 21～30㎥ 31～40㎥ 

（1,620 円 ＋  5 円×20 ㎥ ＋ 106 円×10 ㎥ ＋ 168円×10 ㎥） × 1. 1 ＝ 4,906 円 

    注）下水道をお使いになられている場合は、別途、下水道使用料がかかります。 

 


